様式第１号（第８条関係）

電子契約同意書兼メールアドレス確認書

	案件名
	



上記案件について、電子契約サービスを利用して独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）と電子契約書による契約を締結することに同意します。なお、当該契約の締結に利用するメールアドレスは、次のとおりです。

１．電子契約締結権限者
	所属部署名
	

	役職
	

	氏名
	

	メールアドレス
	



２．電子契約事務担当者
	所属部署名
	

	役職
	

	氏名
	

	メールアドレス
	


以上

　　年　　月　　日
	所在地
	

	商号又は名称
	

	代表者役職
	

	代表者氏名
	



様式第１号に係る特記事項

第１条　本書は押印不要とし、電子メールによる提出を認めるものとする。
第２条　電子契約締結権限者は、電子契約サービス上で契約の最終承認手続きを行うものとする。
第３条　電子契約締結権限者欄には、契約の承認権限を有している者として、以下に掲げる者を記載するものとする。
一　代表取締役等の代表者
二　社内規定などで契約の締結権限を定められている者であって、契約締結に係る委任を代表者から受けていることを証明する書類（以下「委任状等」という。）を機構に対し提出している者
三　電子契約事務担当者として第１号に定める者からの委任又は前号に定める者からの複委任を受けている者であって、委任状等を機構に対し提出している者
２　前項第３号の規定により、電子契約締結権限者と電子契約事務担当者が同一となる場合は、電子契約締結権限者の欄に必要事項を記入し、電子契約事務担当者の欄には「同上」と記載するものとする。
第４条　電磁的措置の種類、内容及びファイルへの記録の方式については、電子契約サービスを通じて、送信者がＰＤＦファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録するものとする。
第５条　本契約が建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１９条第１項及び第２項の規定による書面の交付に代えて電子契約を実施する場合、本書は同法第１９条第３項の規定に基づき作成されたものであることに双方同意するものとする。
第６条　本契約が建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２４条の７第１項又は第２４条の８第１項の規定による書面の交付に代えて電子契約を実施する場合、本書は同法第２４条の７第３項又は第２４条の８第２項の規定に基づき作成されたものであることに双方同意するものとする。
